
 



はじめに 

 

社会では一般的に、６０歳～６５歳で定年を迎えます。 

 

議員の任期は４年。 

 

少なくとも、立候補の時に６５歳以上の現職議員は 

引退した方がいいと考えています。 

 

そう考えると、蘭越町議会の場合、 

ほとんどの現職議員が辞めることになります。 

 

かわりに、２５歳から６４歳までの新人が、 

どんどん立候補すればいいと考えています。 

 

そんな思いもあり、 

「蘭越町議会議員選挙 立候補マニュアル」を作成しました。 

 

ここで書いていることは、お金をかけずに１人でできる 

最低限の選挙です。 

 

あとは、自分でどこまでやるかを考えて、 

付け足ししてもらえればと思います。 

 

定数１０名に、世帯１％の２４名が立候補する、、、 

それぐらい立候補のハードルが低くなればいいなと思います。 

 

（注）書類等は２０１１年選挙の時のものを使用しています 



（参考）現職議員の年齢 

 

氏名 ２０１５年の選挙に 

立候補した場合の年齢 

当選した場合、 

任期満了日の年齢 

赤石 勝子 ６９ ７３ 

栁谷 要 ６６ ７０ 

中島 溢子 ７０ ７４ 

五十嵐 年和 ６７ ７１ 

福村 正見 ７０ ７４ 

冨樫 順悦 ７０ ７４ 

熊谷 雅幸 ５４ ５８ 

鈴木 和雄 ７７ ８１ 

琵琶 博之 ４３ ４７ 

中島 信幸 ７６ ８０ 

 

＊氏名は２０１１年の選挙で届出をした順番です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



全体スケジュール 

 

１.立候補の準備 

  ↓ 

２.立候補者予定者説明会（２０１１年３月１８日） 

  ↓ 

３.立候補届出（２０１１年４月１９日） 

  ↓ 

４.選挙活動（２０１１年４月１９日～２３日） 

  ↓ 

５.投票と開票（２０１１年４月２４日） 

  ↓ 

６.当選証書の受取り（２０１１年４月２５日） 

  ↓ 

７.収支報告書の提出（２０１１年４月２６日） 

  ↓ 

８.当選後にやること 

 

＊２０１１年の選挙では、定数１０名に対し、 

立候補１０名で無競争となったため、５は行われていません。 

 

＊かっこ内は２０１１年選挙の時のスケジュールです 

 

 

 

 

 



１.立候補の準備 

 

まず、議員になって、何をしたいのかを明確にします。 

 

当たり前のことですが、 

議員はあくまでも手段であって、目的ではないためです。 

 

（現在の議員は、議員であることが目的となっており、 

名誉職化していると思います） 

 

次に、やりたいことが決まったら、 

ポスターや葉書の準備にとりかかります。 

 

そして、自分を応援してくれそうな人に、 

立候補予定であることや何をしたいかなどを伝えていきます。 

 

但し、「自分に１票を入れて」のような選挙活動は 

できないので注意するようにして下さい。 

 

＊立候補の条件は、①日本国民で満２５歳以上であること、 

②蘭越町に３カ月以上住民票があることです。 

 

＊供託金（選挙の時に一時的に預けるお金）は必要ありません。 

 

＊後援会を立ち上げ、選挙管理委員会に届出をし、 

政治活動を行うことが一般的です。 

 

 



（参考）ポスターと葉書のサンプル 

 

ポスターは掲示場毎に１枚。規格制限（４２cm×３０cm）あり。記載内

容に制限はないが、掲示責任者と印刷者の氏名と住所が必要です 

 

 

 

 

葉書は記載内容に制限はないが、郵便番号の枠や宛名記入部分の指定

（郵便局で選挙用のハンコを押す）などがあります 

 

 

＊画像は隆文社印刷所（http://www.ryubunsha.com/）から転載 



２.立候補者予定者説明会 

 

告示日の１ケ月ほど前に、 

立候補予定者説明会がありますので、出席します。 

（新人の場合、本人も出席するようにします） 

 

立候補届出の書類が渡され、 

注意事項などについて説明があります。 

 

主に説明があるのは次の点です。 

 

・蘭越町議会議員選挙概要 

・立候補届出に係る注意事項 

・候補者注意事項 

・ポスター掲示場設置場所 

・選挙運動自動車の車体検査日程 

・選挙郵便 

・立候補予定者届出事前審査の日程 

 

選挙運動自動車は使用しないと思いますが、 

それ以外は関係します。 

 

立候補届出の必要書類を理解して、 

届出までに事前審査を受けるようにします。 

 

 

 

 



＊届出書は必ず提出します。添付書類は宣誓書と戸籍抄本です。 

 

 



＊宣誓書は必ず提出します。届出書の添付書類となります。 

 

 

 



＊通称認定申請書は、氏名の漢字が難しい場合などに提出します。 

 

 



＊立候補の届出を本人がする場合は必要のない書類です。 

 

 

 

 



＊ほとんどが自宅、もしくは会社を選挙事務所として届出します。 

 

 

 



＊出納責任者は必ず届出します。候補者本人でいいと思います。 

 

 



＊候補者本人が出納責任者の場合、必要のない書類です。 

 

 



＊選挙運動をボランティアでお願いすれば、必要のない書類です。 

 



＊通常、個人演説会は開催しないので、必要のない書類です。 

 



３.立候補届出 

 

告示日に立候補届出をします。 

（必ず、事前に届出書類の審査を受けておく） 

 

受付は朝の８時３０分から１７時までとなります。 

 

ほとんどの陣営が受付開始前までに集まっていて、 

届出の順番はくじ引きで決まります。 

 

書類が受理され、届出の番号が決まります。 

 

そして、選挙運動に必要な物件の交付を受け、 

いよいよ選挙活動がスタートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考）選挙運動用交付物件 

 

①選挙用自動車表示板 １枚 

 

②選挙用拡声器表示板 １枚 

 

③乗車用腕章 ４枚 

 

④選挙運動従事者用腕章 １１枚 

 

⑤街頭演説のための標旗 １枚 

 

⑥腕章用留具 一式 

 

⑦白バラ １個 

 

⑧通常葉書使用証明書 １通 

 

⑨選挙郵便物差出票 ８通 

 

＊上記は、立候補届出日に、届出が受理されたら、 

選挙管理委員会からその場で交付を受けます。 

 

＊選挙用自動車を使ったり、街頭演説をしない場合は、 

① ～⑦は使うことはありません。 

 

 

 



① 選挙用自動車表示板 １枚 

 

 

② 選挙用拡声器表示板 １枚 

 



③ 乗車用腕章 ４枚 

 

 

④ 選挙運動従事者用腕章 １１枚 

 



⑤ 街頭演説のための標旗 １枚 

 

 

 



⑥ 腕章用留具 一式 

 

 

⑦ 白バラ １個 

 



⑧ 通常葉書使用証明書 １通 

 
 

 



⑨ 選挙郵便物差出票 ８通 

 

 



⑨ 選挙郵便物差出票（裏面） 

 
 

 



４.選挙活動 

 

選挙活動は最低でも、次の３つのことをします。 

 

①１人でも多くの有権者に、選挙に立候補したこと、 

議員になって実現させたいことを理解してもらいます 

 

②ポスター掲示場の届出番号に、ポスターを貼ります 

（前回は７７箇所で、事前に掲示場所がわかります） 

 

③選挙葉書を郵便局の窓口に持ち込みします 

（印刷は自己負担、郵送は公費負担で８００枚まで） 

 

＊選挙運動期間は５日間となります 

 

＊自分の家族、親戚、近所、町内会など近いところから 

１人１人に会うドブ板選挙が王道です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊ポスター掲示場の場所を示している地図がもらえます 

 

 



 



 



（参考）選挙運動でできないこと 

 

買収、個別訪問、飲食物の提供などがあります（詳細は公職選挙法を参

照）。特に、選挙運動期間にかかわらず、選挙での当選を目的として、

お金や品物などが絡むと買収罪になり、もらった人も処罰されます。 

 

＊買収罪の一例 

・有権者にお金（商品券なども）を渡したり、酒や食事をふるまう  

・法律上報酬を支給できる運動員以外の人に上記のことをする 

・うぐいす嬢などに法律に定める額を超えて報酬を支払う 

 

日頃から、贈らない、求めない、受け取らないを徹底するようにします。 

 



５. 投票と開票 

 

投票日の当日、投票所に行き、自分に投票します。 

 

稼働があれば、追い出し電話をするという方法もあります。 

 

「選挙に行ってもらえましたか？」と確認することです。 

 

但し、「自分に投票して下さい」と言うことはできません。 

（投票日当日の選挙活動は禁止されています） 

 

投票が締め切られ、開票作業が始まります。 

 

判別しにくい字で書かれた自分の票が無効になっていないかを 

監視する開票立会人を出すことができます。 

 

通常は、選挙人名簿から本人の承諾を得て、１人定めますが、 

候補者本人が立ち会うことも可能です。 

 

開票立会人を出す場合、事前の届出が必要となります。 

（立会しない場合は届出の必要なし） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



６.当選証書の受取り 

 

当選すれば、選挙管理委員会から当選証書が交付されますので、 

役場に受取りに行きます。（通常、本人が受領します） 

 

 



＊当選証書の付与日時は事前に連絡があります。 

 

 



（参考）蘭越町議会議員の報酬 

 

 

区分 議員報酬（月額） 

議長 ２４２，０００円 

副議長 １９２，０００円 

常任委員長 １７２，０００円 

議会運営委員長 １７２，０００円 

議員 １５９，０００円 

 

＊期末手当は６月（月額×１.９）と１２月（月額×２.０５）に支給され

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７.収支報告書の提出 

 

投票日から１５日以内に選挙管理委員会に、 

収支報告書を提出する必要があります。 

 

いつ、何を、どこから購入したかを管理し、 

領収書をとっておくようにします。 

 

ほとんどの場合、支出だけだと思いますので、 

まったく難しいものではないです。 

 

このマニュアルの場合、ポスター代（１万～２万）と 

葉書代（５千～１万）のみとなります。 

 

＊ポスター代はＡ３、片面カラー、スーパーユポ１３０kg 

（通常インキ）を８０枚、ネットで注文したと想定 

 

＊葉書代はオンデマンド・オフセット印刷で片面カラー、 

もしくは両面カラーを８００枚、ネットで注文したと想定 

 

収支報告書は、次のようなものです。 

 

＊蘭越町議会議員選挙の場合、書類はすべて紙で渡されますので、 

手書きが速いです 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



８.当選後にやること 

 

① 議員必携（編：全国町村議会議長会）を熟読する 

 

 

 

② 蘭越町議会議員ブログ（http://nisekoweb.sblo.jp/）に目を通す 

 

新人議員が即戦力として、スタートダッシュするためには、 

議会のルール等を理解することです。 

 

当選したら、上記の２つに真っ先に取り組んで頂きたいです。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１人でできる！３万円でできる！ 

蘭越町議会議員選挙 立候補マニュアル 
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